
 

 

 

吸収合併に係る事前開示書面 

(会社法第794条第1項および会社法施行規則第191条に定める書面) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年3月28日 

ジェイドグループ株式会社 



（存続会社） 

吸収合併に係る事前開示書面 
令和６年３月28日 

 

                       ジェイドグループ株式会社 

                       代表取締役 田中裕輔 （印） 

 

 当社は、ブランデリ株式会社を消滅会社とする吸収合併の存続会社として、会社法第７９４

条及び会社法施行規則第１９１条に基づき、下記のとおり開示いたします。 

 

１．吸収合併契約 

  別紙１のとおりであります。 

 

２．合併対価の定めの相当性に関する事項 

  完全親子会社間の合併につき、合併対価の交付はありません。 

 

３．消滅会社の新株予約権の対価の定めの相当性に関する事項 

  ブランデリ株式会社は新株予約権を発行しておりません。 

 

４．消滅会社の計算書類等に関する事項 

  吸収合併消滅会社は、2024年２月29日に設立したため、確定した最終事業年度はありませ

ん。なお、当社及び消滅会社ともに、重要な後発事象は生じておりません。 

 

５．合併後の債務の履行の見込みに関する事項 

  両社の財務状況からして、債務の履行に支障はないと見込んでおります。 

 

６．事前開示開始日以降に上記事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項 

  変更がありましたら、ただちに開示いたします。 

以上 
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